
 

 

議 案 参 考 資 料 

［令和 5年第 4回定例会(12月)］ 

［担当課(室)係］ 

下 水 道 課 業務係 

新里支所おおおおおおお 

地域振興整備課 建設係 

議案名  

議案第 81 号 桐生市下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例案 

趣旨・目的  

 国からの要請により農業集落排水事業に公営企業会計を適用するため、農

業集落排水事業を地方公営企業法に基づく企業として設置・運営する必要が

あることから、所要の改正を行おうとするものです。 

概 要 

1 農業集落排水事業は、現在、「地方財政法に基づく公営企業」として桐生

市の事務事業として執行していますが、国からの要請の趣旨を踏まえ、「地

方公営企業法に基づく地方公営企業」として企業を設置し、公営企業会計

へ移行するため、所要の改正を行うものです。 

項目 内容 

事業の設置(第 1条) 本条例の対象とする事業について、現行の下水道事業

に、農業集落排水事業を加える。 

農業集落排水施設の名称、

処理区域等(第 3条第 3項) 

事業対象とする農業集落排水処理施設の名称、排水処理

区域及び終末処理場の位置を別表で加える。 

2 現在、農業集落排水事業特別会計で処理している農業集落排水事業に係る

歳入歳出予算は、公営企業会計に引き継ぎ、同特別会計は令和 5年度末で

廃止します。 

(施行期日：令和 6年 4月 1日) 

背景・経過 

 人口減少等による使用料収入の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増

大等により、公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増している中、地方公

営企業法非適用企業については、公営企業会計へ移行するよう国から要請さ

れております。(平成 31年 1月 25日総務大臣通知) 

このことから農業集落排水事業において地方公営企業法を適用するべく、

今回の条例案提出に至るものです。 

(下水道事業は令和 2年度に地方公営企業法適用済) 


